マイナンバーカード予約等システム導入プロポーザル実施要領

１ 目的
この要領は、マイナンバーカード予約等システム導入にかかる委託事業者の選定について必要な事項を定めるものとする。

２ 業務概要
（１） 業務名称
マイナンバーカード予約等システム導入業務
（２） 業務内容
「マイナンバーカード予約等システム導入業務委託仕様書」（別紙１）のとおり
（３） 履行期間
システム構築：契約締結日から令和8年2月下旬まで
[bookmark: _GoBack]システム運用：令和8年３月上旬から5年間（60か月）
※システムの利用期間は5年間（60か月）を想定している。

３ 見積上限額（消費税及び地方消費税を含む。）
(1) システム導入費（ハードウェア等機器費等を含む。）
　　2,894,000円
(2) システム利用料（ハードウェア等保守費及び運用支援費用を含む。）
12,000,000円　（月額　200,000円 ×60か月）
本見積上限額を超えて提案を行った者は失格とし、以後のプレゼンテーションによる審査も行わない。

４ 日程
本プロポーザルの実施にかかる日程は次のとおりとする。ただし、本市の都合により日程を変更する場合がある。
	内容
	期間等

	公告（市ホームページへの掲載）
	１1月25日（火）

	質問の受付
	１2月１日(月)　午後5時まで

	質問の回答（市ホームページにて）
	１2月３日（水）

	参加表明書の提出
	１2月８日(月)　午後5時まで

	企画提案書等の提出
	１2月1２日(金）　午後5時まで

	プレゼンテーション
	１２月１７日（水）

	審査結果通知
	１２月下旬

	契約の締結
	１２月下旬




５ 参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者でなければならない。
（１） 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
（2） 兵庫県及び本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。
（3） 相生市暴力団排除条例（平成24年条例第20号）第２条に掲げるいずれにも該当しないこと。
（4） 過去3年度（令和4～6年度）の間に、地方自治体において、同等業務（マイナンバーカードの予約と交付管理の機能を備えたシステムの導入と運用）の受託実績があること。

6　質問の受付及び回答
実施要領、仕様書等の内容について質問がある場合は次のとおりとし、他の方法による質問は受け付けない。
（1） 受付期間
令和7年１１月25日（火）から１2月１日（月）午後５時まで
 (2) 質問方法
質問書(様式１)に必要事項を記入したものを「13 担当部署」へメールで送信し、送信後に到達確認の電話をすること。
(3) 質問への回答
質問に対する回答については、令和7年１2月３日（水）までに、質問者を特定できない形で市ホームページに掲載する。

7　参加表明書等の提出
本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。
 (1) 提出期限
　　　　令和7年１2月８日（月）午後５時まで
(2) 提出書類
　　　　ア　　プロポーザル参加表明書（様式２）
　　　　イ　　業務実績調書（様式３）
 (3) 提出場所
　　　　「13　担当部署」
 (4) 提出方法
持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、平日午前9時から午後5時までとし、郵送の場合は、書留郵便等の配達完了の確認ができる方法で期日までに必着とする。
(5) 辞退届
　　　参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出すること。

8　企画提案書等の提出
企画提案者は、下記のとおり企画提案書等を提出するものとする。

(1) 提出書類
	
	様式
	名称
	部数

	企画提案書
（正本）
	様式４
	企画提案書表紙
	1部

	
	様式任意
	企画提案書
	

	
	様式７
	機能要件一覧
	

	
	様式８
	非機能要件一覧
	

	
	様式任意
	工程表
	

	企画提案書
（副本）
	様式任意
	企画提案書
	紙媒体　6部
電子媒体　1部
（CD又はDVD）

	
	様式７
	機能要件一覧
	

	
	様式８
	非機能要件一覧
	

	
	様式任意
	工程表
	

	見積書
	様式５
	見積書
	1部

	
	様式６
	見積金額内訳書
	


(2) 提出期限
　　　令和7年１2月1２日（金）午後5時まで
(3) 提出場所
　　　「13　担当部署」
（4） 提出方法
持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、平日午前9時から午後5時までとし、郵送の場合は、書留郵便等の配達完了の確認ができる方法で期日までに必着とする。
(5) 作成要領
ア　　仕様書に基づき、「10　選定方法」の（1）評価基準に示す評価基準に沿って提案書を作成すること。
イ　　仕様書及び機能要件・非機能要件一覧に示した要件以外で、本市にとって有用であると考えられる提案がある場合は、その内容について記載すること。
ウ　　サイズはA4に統一し、A3を使用する場合は片袖折りにして綴じ込むこと。
エ　　ページ数の制限はないが、プレゼンテーションで説明できる範囲のページ数とし、通しでページ番号を付すこと。
オ　　専門知識を持たない者でも理解できるように、簡潔かつ分かりやすい表記とすること。

9　プレゼンテーション
（1）　実施予定日
　　　令和7年１２月１７日　（水）
　　　開始時間及び場所については、個別に通知する。
（2）　所要時間
　　　プレゼンテーションは、準備を含めて30分以内とし、その後、10分程度の質疑応答を行う。
（3）　留意事項
ア　　プレゼンテーションに使用する機器として、モニタ（接続端子はHDMIのみとする）は本市において用意するが、その他の必要な機器は各参加者で用意するものとする。
　　イ　　プレゼンテーションの出席者は3名以内とする。本業務のプロジェクトの担当者は必ず出席すること。
　　ウ　　企画提案書等の作成及びプレゼンテーション等にかかる費用は、企画提案者の負担とする。

10　選定方法
選定は、本市が設置する審査委員会の委員が、提出書類及びプレゼンテーションの内容により評価を行う。
評価基準に基づき各委員が評価した点数の合計点を評価点とし、評価点が最も高い者を契約候補者とする。
ただし、評価点が満点の6割に満たない場合は、契約候補者として取り扱わない。
なお、本プロポーザルに参加する事業者が1者のみの場合においても、同様にプロポーザルを実施し、評価点が満点の6割を超えていることを条件として、契約候補者とする。
（1）　評価基準
	　評価項目
	評価内容
	配点

	1　全体的な内容

	　
	(1) 本業務に対する考え方
	提案にあたっての基本的な考え方、実施方針
	35

	　
	(2) 業務実績
	地方自治体での導入実績
	

	　
	(3) システムの導入体制
	システムの導入体制、役割分担
	

	2　機能評価

	　
	(4) 機能要件
	機能要件一覧表
	215

	　
	(5) 非機能要件
	非機能要件一覧表
	

	　
	(6) 独自機能
	事業者の独自機能、追加提案
	

	3　操作性・業務効率化

	　
	(7) 住民側
	住民側の予約方法、説明事項の伝わり方
	120

	　
	(8) 職員側
	職員側の操作方法
	

	　
	(9) 業務効率化
	業務効率化、職員の負担軽減
	

	4　運用保守

	　
	(10) セキュリティ対策
	セキュリティ対策
	30

	　
	(11) 障害時対応
	障害発生に対する具体的な方策
	

	　
	(12) サポート体制
	問い合わせ対応、運用支援の内容
	

	5　価格評価

	　
	(13) システム導入費
	システム導入にかかる経費
	100

	　
	(14) システム利用料
	システム利用料
	


（2）　選定結果
選定結果は１２月下旬を目途にホームページに掲載するが、選定過程及び選定結果に関する問い合わせ、異議等は受け付けないものとする。

11　契約締結
契約候補者に選定された者は、本市と協議の上、契約を締結するものとする。
契約候補者が、何らかの理由により契約に合意・締結しなかった場合は、次点の者を新たに契約候補者として協議を行う。

12　その他
(１) 提出書類は返却しないものとする。
(2) 提出書類は本プロポーザルのみに使用し、その他の目的には一切使用しない。
（3） 事業者が参加要件を満たさなくなった場合、提出書類に不備、虚偽があった場合は失格とする。

13　担当部署
相生市　市民生活部　市民課　市民係
〒678-8585
兵庫県相生市旭1丁目1番3号
電話：0791-23-7129　　ＦＡＸ：0791-22-6439
メールアドレス：simin@city.aioi.lg.jp
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